
リスク管理体制

　住友生命では、健全な財務基盤を確保し、ご契約いた
だいたお客さまに保険金等を確実かつ適切にお支払い
するため、経営を取り巻く様々なリスクを把握・分析し、
適切なリスクコントロールを行っています。具体的には、

「保険引受リスク」「流動性リスク」「資産運用リスク」「オ
ペレーショナル・リスク」等、それぞれのリスク特性に応じ
たリスクコントロールを行っており、リスク管理態勢の整
備・高度化にも取り組んでいます。

● リスク管理に関する方針、規程等
　取締役会等において、リスク管理態勢等に関する方針
を定めたリスク管理方針※や、これらの管理方針に基づ
き具体的なリスク管理手法等を定めたリスク管理規程
等を定めています。
※「統合的リスク管理方針」およびリスク・カテゴリーごとのリスク管理方針

● リスク管理体制
　取締役会等は、統合的リスク管理方針等に基づき、リ
スク状況について報告を受け、統合的リスク管理態勢の
実効性の評価、問題点等の検証を行っています。
　リスク管理統括部と各リスク管理部門は、統合的リス
ク管理方針等に基づき、適切に連携し、本社、支社、子会
社等および外部委託先の各リスクを管理する態勢として
います。
　また、ERM※委員会は、リスク状況を適切にモニタリン
グし、リスク管理に関する部門横断的な課題対応やERM
の経営への活用等について審議を行っています。
　さらに、リスク管理について内部監査や外部監査によ
る検証を受けることで一層の適切性・有効性の確保を
図っています。
※ Enterprise Risk Managementの略
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リスク管理体制図

● 基本認識

● コンプライアンスに関する基本方針・規程

コンプライアンスへの取組み
住友生命では、お客さまの信頼にお応えし続けていくという経営の基本をより強固なものとしていくため、
コンプライアンスを重要な経営課題と捉え、以下のコンプライアンス推進体制を構築しています。

　生命保険事業を通じて社会公共の福祉に貢献するとい
う使命を果たすべく、経営の基本理念である「経営の要
旨」ならびに住友生命グループ各社および役職員一人ひ
とりが実践していく指針を定めた「住友生命グループ行動
規範」に則り誠実に業務を遂行しています。さらに、コンプ
ライアンスに関する基本方針を明確化するため、その推
進に関する基本的事項を定めた「法令等遵守方針」および

「保険募集管理方針」を制定し、これに基づきコンプライア
ンス推進体制を整備しています。

　法令・規定に違反する行為の早期発見と是正を図るため
内部通報・相談窓口を設置しています。内部通報制度の実
効性を高める観点から、通報者が通報を理由として不利益
な取扱いを受けないことを明確に定め、電話やWeb等で
受け付ける通報・相談窓口に加え、社外弁護士窓口を設置
するなど、安心して通報できる環境の整備に取り組んでい
ます。また、当社制度は2019年11月29日付けで消費者
庁の「内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）※」に登
録されました。
※事業者が自らの内部通報制度を評価し、認証

基準に適合している場合、当該事業者からの
申請に基づき、消費者庁の指定登録機関がそ
の内容を確認した結果を登録する制度

＜勧誘方針＞
「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、お客さまへ商品をお勧めするに際して配慮すべき事項をまとめた「勧誘方針」を策定し、全国
の支社・支部等に掲示しているほか、ホームページにも掲載しています。

　コンプライアンスを重視した企業風土の醸成とその徹
底を図るべく、コンプライアンスに関する基本的な考え方
や個々の業務に関し特に留意すべき事項等をまとめた「コ
ンプライアンス・マニュアル」および「保険募集コンプライ
アンス・マニュアル」を策定し、全役職員への徹底を図って
います。コンプライアンスに関する研修を幅広く実施して
いるほか、社内LANやデジタルツール等を活用したコン
プライアンス教育も定期的・継続的に行っています。

● コンプライアンスを重視した企業風土の醸成

コンプライアンス推進体制
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　全社のコンプライアンスを推進するため、社長を委員
長とするコンプライアンス委員会を設置しています。コン
プライアンス委員会は、下部組織であるモニタリング連絡
会議を通じて、個別課題等のモニタリング・分析状況等に
ついて報告を受け課題解決に向け審議しています。また
全社のコンプライアンスを統括する組織としてコンプラ
イアンス統括部を設置しています。コンプライアンス統括
部では、上記個別課題への取組みに加え、会社全体の法
令等遵守状況を取締役会等へ報告し、業務運営に必要な
指示を受けています。このような取組みを機能させるた
め、本社各部門および各支社はコンプライアンス取組計
画を策定し、年度計画を通じたコンプライアンス推進に努
めています。また、各支社においては、支社コンプライアン
ス委員会を中心とした自律機能の発揮にも力を入れてい
ます。このように経営主導の下、全社一丸となったコンプ
ライアンスに対する取組みを行っています。

● コンプライアンス推進体制

● 内部通報制度

　金融システムの健全性の維持に資するべく、法令等や外
部環境を踏まえたリスクベースのマネー・ローンダリング
およびテロ資金供与対策を下記のコンプライアンス推進
体制の下で実施しています。

● マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策
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● 統合的リスク管理
　様々なリスクを全社的な観点から統合的に評価し、経
済価値ベースで自己資本等と比較するなど、リスク状況
を適時適切にモニタリングすること等を通じて、事業全
体としてリスクをコントロールする統合的リスク管理・運
営を行っています。
　また、統合的リスク管理の枠組みを支えるリスク文化
の醸成に努めています。
　統合的リスク管理等の取組状況は、ORSA※レポート
として体系的に取りまとめ、統合的リスク管理の高度化
等に活用しています。
※ Own Risk and Solvency Assessmentの略

● ストレス・テストの実施

● 重要なリスクの管理
　当社に極めて大きな影響を及ぼす可能性のある事象
を網羅的に把握し、取締役会等の議論を通じて、重要な
リスクとして特定しています。特定した重要なリスクの状
況や影響度を定期的に評価・モニタリングを行い、必要
に応じてリスク管理プロセスに反映しています。

　統合的リスク管理におけるリスク計測モデルでは把握
が困難な事象として、重要なリスクを踏まえ、大規模な
自然災害や金融市場の大きな混乱といった最悪のシナ
リオを想定したストレス・テストを実施し、健全性に与え
る影響を分析しています。
　ストレス･テストの結果は、取締役会等に報告され、経
営戦略上の対応や財務基盤の強化等の検討に役立てて
います。

● ALM体制

● リスクの定義

　ALMとは、資産（Asset）と負債（Liability）を総合的に
管理（Management）することをいいます。生命保険会
社における負債の大半は、将来の保険金等をお支払い
するために積み立てている責任準備金であり、市場環境
等の悪化時にも保険金等のお支払いを確実に行うため、
資産と負債を適切に管理することが重要となります。
　ERM委員会において、負債特性を踏まえた資産運用
戦略や金利リスクの状況等のALMに関する重要事項に
ついて審議を行い、リスクを適切にコントロールしつつ、
収益の向上を図っています。

リスクの種類 リスクの定義

保険引受リスク

流動性
リスク

資産運用
リスク

オペレー
ショナル・
リスク

グループ会社等出資リスク

資金繰りリスク

市場流動性リスク

市場リスク

信用リスク

不動産投資リスク

事務リスク

システムリスク

情報リスク

経済情勢や保険事故の発生率等が保険料設定時の予測に反して変動することにより、損失を被るリスク

想定外の資金流出等により資金繰りが悪化し、資金確保に通常よりも著しく低い価格での取引等を余儀
なくされ、損失を被るリスク
市場の混乱等により取引機会が消失したり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされ、損失
を被るリスク
金利、為替、株価等の変動により、保有する資産・負債（オフ・バランスを含む）の価値が変動し、損失を
被るリスク
信用供与先の財務状況の悪化等により、保有する資産（オフ・バランスを含む）の価値が減少し、損失を
被るリスク
賃貸料等の不動産収益の減少や不動産価格の下落により損失を被るリスク、および不動産に関する事故の
発生等により、損失を被るリスク

コンピュータシステムのダウンもしくは誤作動等のシステム不備等、またはコンピュータの不正使用等に
より、損失を被るリスク

正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより、損失を被るリスク

顧客情報等の漏えい、滅失、き損等により、損失を被るリスク
国内外の子会社・関連法人等への出資金がき損し、損失を被るリスク

※上記リスクのほか、コンダクトリスク、人的リスク、有形資産リスク、風評リスク、グループ会社リスク、変額最低保証リスクについて、リスク管理を実施しています。

●国内外の金融市場の大幅な変動　●サイバーリスク　　
●大規模なシステム障害　　
●ブランドの毀損につながるお客さま利益を損なう行為の発生　　
●大規模な災害（巨大地震・パンデミック）の発生　
●大規模な事務ミスの発生　　　　●国内外の法規制の改正

※2020年度より「新型コロナウイルス感染症」についても重要なリスクの
　管理の中でモニタリングを行っています。

重要なリスク（2021年度）

● 保険引受リスク
　保険商品の開発に際して、保険事故発生率の不確実性
等、内在するリスクの分析・評価をするとともに、保険料
等の価格設定においては、基礎データの信頼度を考慮し
た計算基礎率の設定等により、将来の保険金等のお支払
いが確実に履行できるよう十分配慮しています。
　また、被保険者の健康状態等に応じた引受基準の設定
にあたり、保険事故の実際発生率の検証等により、保険
商品の基礎率等に応じて適切に設定されていることを確
認しています。
　さらに、保険商品の発売後においては、収支状況、保険
事故発生率の状況、将来収支予測およびリスク量の計測
等のモニタリングを行っています。
　これらの情報をもとに、保険引受リスクの顕在化がみ
られる場合には、関連各部署とともに適時適切な対応を
講じています。

● 流動性リスク
　資金繰りリスクについては、会社全体のキャッシュフ
ローを一元的に把握し、常に一定額以上の余裕資金を準
備することにより対応しています。また、資金繰りの逼迫
度に応じてとるべき対応策を定め、流動性危機時等にお
ける対応体制を構築しています。
　市場流動性リスクについては、資産ごとの市場規模等
に基づき、一定期間内におけるキャッシュ化可能額を推計
し、不測の事態に対処できるよう努めています。

● グループ会社等出資リスク
　国内外の子会社・関連法人等への出資金の株価や為替
の変動によるリスク、所在国のカントリーリスク（外貨事
情、政治・経済情勢等）のモニタリングを実施しています。

● 資産運用リスク
　資産運用ポートフォリオ全体、および運用目的に応じ
て区分した各ポートフォリオについて、リスク量として
VaR※を計測し、それぞれに設定したリスクリミットと比
較することで、リスク状況をモニタリングしています。資
産運用リスクを構成する市場リスク、信用リスクおよび
不動産投資リスクについても、リスク量とリスクリミット
を比較することなどにより、リスクの把握・管理に努めて
います。
　また、信用リスクを有する主な資産（公社債、貸付金
等）においては、個別投融資先に対し信用力に応じた社
内格付を付与するとともに、定期的に社内格付を見直し、
信用状況の変化を管理しています。
　不動産への投資においては、投資利回りおよび収益予
測の検証を行い、投資対象を選別するとともに、保有物
件の立地、用途等の観点から不動産ポートフォリオの分
散を図っています。また、空室の解消や計画的・効果的な
営繕工事等を通じて物件価値向上・事故の未然防止のた
めの取組みを行っています。
※VaR（バリュー・アット・リスク）：過去の株価や金利などの変動率をリスク

の大きさと捉え、現在保有する資産・負債ポートフォリオに過去の変
動率を当てはめて理論的に算出した、一定の確率の下で生じる最大
損失金額。

項目 内容

再保険を付す際の
方針

再保険を
引き受ける際の方針

再保険カバーの
入手方法

保有する保険引受リスクの内容、規模、
集中度等を踏まえ、リスクの分散また
は収益の安定化等が必要な場合に、再
保険を活用することとしています。

保険引受リスクが経営に影響を与えない
範囲内で、リスクの特性および収益性
等を踏まえ、再保険の引受けを行うこと
としています。

出再先の選定に際しては、格付等により
出再先の信用力を踏まえるとともに、
移転させるリスクの特定の出再先への
集中の状況について留意しています。

再保険について
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　事務リスク管理においては、業務の健全かつ適切な運
営を図るため、各組織が社内規定等に則って事務を執行
し、それに伴うリスクを自律的に管理するとともに、内部監
査部による確認も行っています。
　また、事務リスク管理部門は、PDCAサイクル※の継続的
実践による全社的な事務リスク管理に努め、各組織は、事
務リスクの未然防止に取り組むとともに、誤った事務処理
等が発生した場合には、お客さま対応、原因分析、再発防止
策の策定を、的確かつ速やかに行うよう努めています。
※PDCAサイクル：Plan（計画）、Do（実施・実行）、Check（点検・評価）、

Action（処置・改善）のサイクルを繰り返すことで継続的な業務改善を
行う仕組み。

【1】 事務リスク

　システムリスク管理においては、業務・サービスを根幹
で支え、大切なお客さまの情報を管理しているコンピュー
タシステムの安定的かつ安全な稼動を確保するために、
セキュリティポリシーおよびシステムリスク管理方針に基
づいた各種対策の実施とシステムの運行管理に努めてい
ます。具体的には、故障・障害等の発生に備えたバックアッ
プの仕組みやシステム開発保守態勢の整備のほか、大規
模災害等に備えバックアップセンターを設置するなど、体
制の維持・確保に取り組んでいます。
　年々巧妙化・深刻化するサイバー攻撃のリスクに備える
ために、サイバーリスクを経営上の重要なリスクとして認
識し、サイバーセキュリティ確保に係る対応方針、取組計
画を定めて人員・予算の確保に努めるとともにリスク状況
について定期的に経営会議で議論し、継続的にサイバー
セキュリティ対策のレベルアップを図っています。
　システム開発やサービス提供にあたって適切なサイ
バーセキュリティ対策の実施に努め、特にインターネット
を介したサービスを安心してご利用いただけるよう、お客
さま情報の漏えいやシステムへの不正アクセス防止対策
など多層的な防御策を実施しています。また、早期検知・
対応・復旧を重視したサイバーセキュリティ強化にも取り
組んでいます。
　サイバーセキュリティに関する専門的な責任者であるサ
イバーセキュリティ統括責任者のもとで対応を整備のうえ、
技術的対策の実施、サイバーセキュリティ専門人材の育成、
継続的な社内教育に取り組むとともに、社内横断的なサイ
バーセキュリティ対応組織「ＣＳＩＲＴ※」を設け、サイバー攻撃
のモニタリング状況の共有、定期的なサイバー攻撃発生時
の対応演習・訓練の実施などを通じて、有事の対応力強化に
も努めています。さらには、委託先のサイバーセキュリティ
対策の確認などサプライチェーン対策に努めています。
　また、関係官庁や一般社団法人金融ＩＳＡＣ等のセキュリ
ティに関する情報機関と連携し、積極的に情報共有を行う
など、自助・共助の取組みを推進し、社会全体でのサイ
バーセキュリティ対策向上に取り組んでいます。
※ Computer Security Insident Response Team

【2】 システムリスク

　情報リスク管理においては、顧客情報等が漏えいし、
お客さまの大切な権利・利益や当社の健全な業務運営
が損なわれることがないよう、セキュリティポリシーおよ
び顧客情報等管理方針に基づいて、顧客情報等を適切
に管理しています。
　具体的には、保管・送付・廃棄等の各段階における顧客
情報等の適切な取扱いを社内規定として明確化し、これ
らのルールを社内報や社内研修等の機会を通じて役職
員に周知徹底するとともに、各組織の情報管理状況を把
握し、必要な対策を講じています。
　このような顧客情報等の安全管理状況については、
内部監査部が実施する内部監査でも適宜確認しており、
確認結果に基づき安全管理措置の充実・強化に取り組ん
でいます。

【3】 情報リスク

　上記のほか、コンダクトリスク、人的リスク、有形資産
リスク、風評リスクを管理対象としています。
　コンダクトリスクについては、「法令等への不適切な対
応、お客さま視点の欠如等により、お客さま本位の業務運
営が適切に行われず、将来の大きな損失につながるリス
ク」と規定し、社内研修等を通じて、リスク管理の観点から
も、お客さま本位の業務遂行を全職員に徹底しています。

【4】 その他のオペレーショナル・リスク

　大規模な災害や深刻な風評被害等が発生した場合
に備えて「危機管理規程」を定め、さらに「大規模災害
等対策マニュアル」で大規模災害発生時の会社の意
思決定・事務遂行能力維持のための体制・手順等を規
定しています。
　また、本社機能が停止する等、通常の方法では保険
金の支払等の重要業務の継続が困難となった場合に
備えて、「業務継続計画（BCP）」を定めており、具体的
な対応を「業務継続マニュアル」に規定しています。
　実際に、東日本大震災や平成28年熊本地震、平成
30年7月豪雨、新型コロナウイルス感染症において
は、発生後迅速に危機対策本部を立ち上げ、社内外
の被害状況の確認や、お客さまへのご連絡・お見舞い
訪問、保険金等のお支払いなど、迅速かつ適切な対
応を実施しました。
　これからもお客さまの信頼にお応えすることがで
きるよう、毎年計画に基づいて訓練を実施し、その結
果から随時マニュアルを見直し・改定する等、維持・向
上に努めていきます。

大規模災害等への対策について

● オペレーショナル・リスク

● 積極的なディスクロージャー● 積極的なディスクロージャー

● 公式ホームページによる情報提供● 公式ホームページによる情報提供

情報開示

　ステークホルダーの皆さまに、経営内容へのご理解
を一層深めていただくために、ディスクロージャーを充
実させることが重要であると認識しており、積極的な

ディスクロージャーに努めています。
　今後とも、多様な方法で積極的なディスクロージャー
を展開していきます。

　公式ホームページでは、商品・サービスなどのご紹介、
各種お手続きのご案内、決算などの財務情報はもちろ
んのこと、企業理念やブランドビジョン、SDGｓへの取組
みなど、様々な情報をご提供しています。また、ご加入い
ただいているお客さまは、公式ホームページにある「ス
ミセイダイレクトサービス」で、入出金取引、契約内容の
ご確認、各種お手続きをご利用いただけます。
　Vitalityスペシャルサイトでは、健康増進型保険“住友
生命「Vitality」”に関する情報を特集しており、Vitality
会員の皆さまは会員ポータルより、ご自身のVitalityポ
イントの獲得状況や現在のステータスをご覧いただけ
ます。また、同サイト内にお客さまが投稿いただけるコ
ミュニティサイト「Vitality部」をオープンし、お客さま同
士で体験や気づきをシェアできる交流の場を「トーク
ルーム」という形で提供しています。

　各ソーシャルメディア（Facebook、Instagram、Twitter、LINE、YouTube）でも、“住友生命「Vitality」”に
関する情報を中心に、新CMやキャンペーンについての最新情報や健康増進に関連する情報、SDGｓへの
取組みなど、住友生命を身近に感じていただけるよう、日々情報を配信しています。
　YouTube公式チャンネルでは、TVCMシリーズのスペシャル動画や、Vitalityアンバサダーの浅田真央
さん、舞さんがVitality健康プログラムを体験されているオリジナル動画などを公開しています。

名　称 内　容

保険業法第111条に基づいて、2020年度の決算報
告、事業内容、活動状況等を記載した資料です。

REPORT SUMISEI 2021
住友生命[統合報告書]
2021年度ディスクロージャー誌

国際統合報告評議会（IIRC）の「国際統合報告フレー
ムワーク」・経済産業省「価値協創ガイダンス」を参考
に作成した資料です。

REPORT SUMISEI 2021
住友生命[統合報告書]
2021年度ディスクロージャー誌
本編

アニュアルレポート（英文）

VOICE from SUMISEI
2020年度決算特集号

業績・決算内容等を海外向けに解説した資料です。

決算発表後タイムリーにお届けするチラシです。

REPORT SUMISEI 2021
住友生命［統合報告書］

2021年度
ディスクロージャー誌

VOICE from SUMISEI
2020年度決算特集号

※統合報告書（本編・資料編）、アニュアルレポート（英文）はホームページに掲載しています。

生命保険会社としての社会的責任と公共的使命を
十分に認識し、以下の方針に基づき企業情報を開示
することで、経営の健全性および透明性の向上に努
めます。

情報開示に関する基本方針
● 適時・適切に情報開示を行います
●自主的かつ積極的でわかりやすい情報開示を行います
● 情報開示を適切に実行するために社内体制の整備・充

実を図ります

営承 B53

価値創造を支える基盤
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